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ま え が き 

 

本報告書は、当協会が、平成２７年度に実施しました「事業所における通勤用等自転車の安

全利用対策の実態把握に関する調査研究」において行った上場企業等へのアンケート調査結果

等を取りまとめたものです。 

自転車は、全国に７,０００万台あると言われ、また、近年の健康志向やエコロジーの高まり

に合わせた再評価の機運が世界的にも進みつつあります。 

そのような中で、自転車の安全利用を促進していくためには、自転車の走行空間を確保して

いく必要があることに加え、自転車利用者一人一人の意識改革・行動改革と事故に対する備え

が必要です。 

特に、自転車については、自動車と異なり免許制度も車検制度も強制保険制度も設けられて

はおりません。したがって、社会において如何にしてこれらの改革や備え等を啓発し促進して

いくか、別途のアプローチが必要とされています。 

当協会はこれまで、微力ながらも、自治体の自転車安全利用条例の制定等を支援し、「自転車

安全整備制度」を設け点検整備の促進と TSマーク付帯保険の普及に努め、近年は、文部科学

省のご協力もいただき「自転車通学安全モデル校」を設け、現在２８校の大、高、中学校を指

定させていただき、学校・教育委員会への働き掛けを行っております。 

今回の活動は、新たに企業へのアプローチを試みようとするものです。 

従来、企業活動における自転車の利用については、十分なデータも無く、その実態は明らか

ではありませんでした。 

本調査研究により、上場企業等５１６社にアンケートをお願いしましたところ、約４割弱の

企業の皆様からご回答を戴くことが出来ました。これにより上場企業における自転車利用の一

端が明らかになったことは、今後の企業における方策の検討や自転車の利用についての研究等

の上でいささかの貢献ができるものと考えます。 

終わりに、本アンケートにご協力いただいた各企業及びその担当の方々並びに日本経済団体

連合会事務局に厚く謝意を表しますとともに、実施に当たり多方面からご指導、ご協力を賜り

ました警察庁交通局交通企画課にも感謝申し上げます。 

 

平成２８年２月 

                      公益財団法人 日本交通管理技術協会 

                           会長  小 野 正 博 

 

 

 

（当協会の活動内容については、当協会ホームページをご覧ください。） 
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１. 目的 

 自転車については、免許制度も車検制度も強制保険制度もありません。全国に７,０００万台あると言

われる自転車の走行の安全を向上させるためには、自転車走行空間を確保することに加え、自転車利用

者一人一人の意識改革・行動改革と事故に対する備えが必要です。 

さらに、近年の健康志向やエコロジー運動の一環として、自転車利用の新たな側面も捉えられてきて

います。 

 ところで、道路交通に占める企業活動の比重には大きなものが有りますが、中でも企業活動における

自転車の利用への対応については、従来十分なデータもなく、その実態は明らかではありませんでした。 

 本調査研究は、上場企業等５１６社を対象として、上場企業等における自転車利用に係る方策や考え

方をアンケート調査し、分析の上、今後の自転車の安全利用に有用となる企業行動を探り、今後の企業

における自転車の安全な利用に広く役立てようとするものです。 

 なお、この調査・分析は、来年以降も継続したいと考えています。 

 

２. 実施方法 

（１） アンケート先の抽出方法 

本アンケートは、会社四季報（2015 年１集、東洋経済新報社発行）に掲載された上場企業のうち、

日本国内に本社を置く３,４９２社の中から、地域、業種、従業員規模数などが偏らないように配慮した

上で無作為に５１６社を抽出しました。（資料４） 

なお、統括企業の場合には、代表的な傘下の企業を抽出したところもあります。 

 

（２） アンケートの依頼方法 

上記のように抽出した企業の代表者宛に、アンケート依頼書（資料１）および回答方法の説明書（資

料２）を郵送しました。 

さらに、当初設定した回答期間の終了間近に、回答期間を延長した上で、未回答企業に対して同一の

依頼書等を同一の宛先へ再送し、改めて回答協力を依頼しました。 

 

（３） アンケートの回答方法 

アンケートへの回答は、当協会のホームページから、各企業別に設定したアクセス用の ID とパスワ

ードを使って各企業専用のアンケートページにアクセスし、質問内容を読んで回答を選択する方法とし

ました。  

 

（４） アンケートの回答期間 

回答期間は、当初２週間を設定しましたが、回収率を高めるためにさらに２週間延長しました。また、

回答期間中は２４時間いつでも回答できるようにしました。 

当 初：平成２７年８月２４日（月）午前１０時 ～ 平成２７年９月 ４日（金）午後５時 

延長後：平成２７年８月２４日（月）午前１０時 ～ 平成２７年９月１８日（金）午後５時 
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（５） アンケートの実施主体 

本アンケートの企画、質問の作成、送付、回収、集計、分析の一連の作業は、公益財団法人日本交通

管理技術協会が実施し、責任・権利主体となっております。 

 

（６） アンケート内容 

本アンケートの質問内容には、調査の趣旨にあわせて、表 2.1のように４つの分野で、合計４３の質

問を用意しました。なお、中心となる「自転車利用・交通安全活動に関する分野」の質問内容の詳細は

表 2.2のとおりです。 

また、質問への回答方法については、必ず答えるもの、回答は任意のもの、回答を１つのみ選択する

もの、回答を複数選択できるものがあり、加えて、回答として選択した選択肢の内容により、さらに関

連した質問へ回答する場合などもあります。 

表 2.1  質問の分野 

質問分野 質問番号 質問数 

１ 企業の概要に関する分野 質問 １～ 質問 ６ ６ 

２ 自転車利用・交通安全活動に関する分野 質問 ７～ 質問３２ ２６ 

３ 自転車利用に関する意識の分野 質問３７～ 質問４３ ７ 

参考 自動車利用に関する分野 質問３３～ 質問３６ ４ 

合 計 ４３ 

 

表 2.2  「自転車利用・交通安全活動に関する分野」の質問内容の詳細（質問７～質問３２） 

質問内容 

 

 

質問分野 

取
組
・実
施 

考
え
方 

手
続
き
・規
定 

程
度 

内
容 

担
当
者 

点
検
整
備
実
施 

任
意
保
険
加
入 

安
全
教
育
実
施 

推
進
・支
援 

自転車利用  ６        
 

自転車通勤 
１２ 

(１３) 
１４ 

１６ 

１９ 
１５   

２０ 

２１ 
２２ ２３ 

１７ 

１８ 

自転車 

業務利用 

２４ 

(２５) 
 ２７ ２６   

２８ 

２９ 
３０ ３１ 

 

自転車 

交通事故 
(３２) 

 
  ３２   

 
 

 

交通安全活動 
７ 

(８) 
   ９ 

１０ 

１１ 
   

 

（数字は、質問番号）      
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３. アンケートの回収状況 

（１） アンケートの回収状況 

アンケートを依頼した企業５１６社のうち、最終的に回答をいただけた企業は１９４社（回収率３７．

６％）となり、その内訳は表 3.1、表 3.2、表 3.3のとおりです。 

 

 

表 3.1 業種別回収状況 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表 3.2 従業員規模別回収状況 

従業員規模 送付企業数 回答企業数 回収率 参考：上場企業数 

１ １００人未満 ５５ １７ ３０.９％ ５８４ 

２ １００人～ ５００人   ２２２ ６１ ２７.５％ １,４３９ 

３ ５００人～１０００人   ９５ ４３ ４５.３％ ６２３ 

４ １０００人以上 １３９ ７３ ５１.４％ ８４６ 

５ 不明 ５ ０ ０％ 未集計 

合 計 ５１６ １９４ ３７.６％ ３,４９２ 

大分類 中分類 送付企業数 回答企業数 送付企業数 回答企業数 大分類 中分類

1 水産・農林業 水産・農林業 5 1 5 1 20.0% 20.0%
2 建設業 建設業 27 13 27 13 48.1% 48.1%
3 食料品 17 4 23.5%
4 繊維製品 4 1 25.0%
5 パルプ・紙 4 0 0.0%
6 化学 34 12 35.3%
7 医薬品 9 6 66.7%
8 ゴム製品 3 2 66.7%
9 ガラス・土石製品 10 5 50.0%
10 鉄鋼 4 3 75.0%
11 非鉄金属 5 3 60.0%
12 金属製品 11 9 81.8%
13 機械 35 7 20.0%
14 電気機器 47 16 34.0%
15 輸送用機器 20 12 60.0%
16 精密機器 6 2 33.3%
17 その他製品 18 12 66.7%
18 電気・ガス業 電気・ガス業 6 5 6 5 83.3% 83.3%
19 陸運業 7 0 0.0%
20 空運業 1 0 0.0%
21 倉庫・運輸関連業 3 1 33.3%
22 情報・通信業 38 12 31.6%
23 卸売業 42 11 26.2%
24 小売業 65 20 30.8%
25 銀行業 42 12 28.6%
26 証券・商品先物取引業 2 0 0.0%
27 その他金融業 1 0 0.0%
28 不動産業 不動産業 11 4 11 4 36.4% 36.4%
29 サービス業 サービス業 39 21 39 21 53.8% 53.8%

516 194 516 194

金融・保険業

中分類

49 13運輸・情報通信業

商業 107 31

37.6%合　計

回収率
企業数

業種

45 12

41.4%

26.5%

29.0%

26.7%

大分類

製造業 227 94
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表 3.3 地域別・従業員規模別回収状況 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（２） アンケートへのご協力に対する謝意 

 本アンケートの回答にご協力いただけました各企業及びその担当の方々並びに実施に当たり多方面

からご指導、ご協力を賜りました警察庁交通局交通企画課にも感謝申し上げます。 

 

1000人以上
500人～1000

人未満
100人～500人

未満
100人未満 回答企業合計 回収率

1 3 1 0 0 0 1 33.3%

青森 3 0 0 0 0 0 0.0%
岩手 3 2 0 0 0 2 66.7%
宮城 18 3 1 3 0 7 38.9%
秋田 4 1 0 0 1 2 50.0%
山形 8 1 0 0 1 2 25.0%
福島 9 2 0 2 0 4 44.4%

45 9 1 5 2 17 37.8%

栃木 12 0 2 3 0 5 41.7%
群馬 18 2 3 4 0 9 50.0%
茨城 8 3 0 1 0 4 50.0%
千葉 3 0 0 2 0 2 66.7%
埼玉 4 2 0 0 0 2 50.0%
神奈川 18 3 1 1 1 6 33.3%
山梨 9 0 1 0 1 2 22.2%
新潟 1 0 0 0 0 0 0.0%
長野 20 3 3 2 1 9 45.0%
静岡 4 1 1 1 0 3 75.0%

97 14 11 14 3 42 43.3%

4 114 14 7 8 2 31 27.2%

富山 18 3 4 2 1 10 55.6%
石川 1 0 0 1 0 1 100.0%
福井 13 1 3 1 1 6 46.2%

32 4 7 4 2 17 53.1%

愛知 22 6 2 5 0 13 59.1%
岐阜 22 1 2 1 0 4 18.2%
三重 15 0 2 0 1 3 20.0%

59 7 6 6 1 20 33.9%

滋賀 9 1 0 1 1 3 33.3%
京都 4 1 0 3 0 4 100.0%
大阪 27 3 2 3 1 9 33.3%
兵庫 5 1 0 1 0 2 40.0%
奈良 3 0 0 1 0 1 33.3%
和歌山 6 0 0 4 0 4 66.7%

54 6 2 13 2 23 42.6%

鳥取 4 0 0 0 1 1 25.0%
島根 3 0 0 0 0 0 0.0%
岡山 2 0 0 0 0 0 0.0%
広島 17 8 2 0 0 10 58.8%
山口 12 1 0 0 2 3 25.0%

38 9 2 0 3 14 36.8%

香川 13 3 1 3 1 8 61.5%
徳島 3 0 0 0 0 0 0.0%
愛媛 10 3 2 2 0 7 70.0%
高知 5 0 0 0 0 0 0.0%

31 6 3 5 1 15 48.4%

福岡 6 0 0 1 0 1 16.7%
佐賀 3 0 1 0 0 1 33.3%
長崎 1 0 0 0 0 0 0.0%
熊本 6 0 0 1 0 1 16.7%
大分 9 2 1 2 1 6 66.7%
宮崎 4 0 1 0 0 1 25.0%
鹿児島 10 1 1 2 0 4 40.0%
沖縄 4 0 0 0 0 0 0.0%

43 3 4 6 1 14 32.6%

516 73 43 61 17 194 37.6%

送付企業数

回答企業

2
東北

計

北海道

地域・県

3

関東
（除く東京）

計

5
北陸

東京

計

6
中部

計

7
近畿

計

10
九州

計

全国計

8
中国

計

9
四国

計
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４. アンケートの集計 

（１） アンケート回答企業の全体像 

全回答企業１９４社を業種別に分類すると、製造業からの回答数が９４社と最も多くあり、回収率で

は、電気・ガス業、サービス業、建設業、製造業からは平均値（３７.６％）以上のアンケートが回収で

きました。 

また、従業員規模別の分類からは、回収率、回答企業数ともに従業員規模が１,０００人以上の企業が

多くなりました。 

さらに、本アンケートの集計からは、回答企業の自転車利用等に対する基本的な関わりは次のとおり

となります。 

 自転車通勤を認めている企業    ：１９４社中１７１社（88.1%） 

 自転車の業務使用を行っている企業 ：１９４社中 ７１社（36.6%） 

 交通安全活動に取り組んでいる企業 ：１９４社中１５５社（78.9%） 
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（２） 自転車利用・交通安全活動に関する分野の集計 

ア. 自転車利用の考え方に関する質問 

 

＜質問６＞ 

本質問では、回答企業が自転車利用に対してどのような考え方を持っているかを聞いています。（回

答必須、複数選択可） 

（結果：１９４社回答） 

回答企業における自転車利用への考え方は、通勤手段のひとつとしての認識が１５７社（80.9%）

で最も高く、エコ通勤（３６社、18.6%）、健康増進対策（３３社、17.0%）としての認識もありま

す。 

 

 

 

 

（注） ＩＳＯ14001 

ＩＳＯ14001は、環境マネジメントシステムの仕様を定めた規格であり、この規格に沿って環境マネ

ジメントシステムを構築することにより、環境対策を継続的に改善していく、効果的な仕組みを作る

ことを目的としています。 

 



7 

 

イ. 交通安全活動に関する質問 

 

＜質問７＞ 

本質問は、回答企業の自転車を含めた交通安全活動への取組について聞いています。（回答必須、

単数選択） 

（結果：１９４社回答） 

交通安全活動に対しては、「会社全体での取組」（１２３社、63.4%）と「本社、支社、営業所等各

部署単位での取組」（３２社、16.5%）を合わせた合計１５５社（79.9%）の回答企業が実際に取り

組んでおり、さらに検討中を含めると１６２社（83.5%）となります。 

一方、「取組予定なし」と回答した企業は３１社（16.0%）あります。 

 

＜質問８＞ 

本質問は、質問７において交通安全活動に取り組んでいないと回答した企業に、その理由を聞いて

います。（回答自由、複数選択可） 

（結果：３０社回答） 

交通安全活動に取り組んでいない理由としては、「現在でも十分に浸透」（１０社、33.3%）、特段の

理由「無し」（９社、30.0%）などが続いています。 
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＜質問９＞ 

本質問は、実施している交通安全活動の具体的な内容を聞いています。（回答自由、複数選択可） 

（結果：１５０社回答） 

交通安全活動の具体的な取組としては、「社外講師を招致しての交通安全教育等の開催」（５６社）、

「社内の交通安全教育責任者による交通安全教育等の開催」（５３社）、「社外の交通安全イベント

等への派遣参加」（５２社）のように特別な時間を割くものを一つ以上実施している回答企業は９

９社（66.0%）あります。 

また、「交通事故発生状況等の情報提供」（８７社、58.0%）や「交通安全月間などの実施」（７７社、

51.3%）を実施していると回答した企業もあります。 

 

＜質問１０＞ 

本質問は、交通安全活動を担当している部署を聞いています。（回答自由、複数選択可） 

（結果：１５２社回答） 

交通安全活動は、総務・庶務（１３５社、88.8%）が担当していると回答した企業が最も多くなっ

ています。 
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＜質問１１＞ 

本質問は、交通安全活動の担当者を聞いています。（回答自由、複数選択可） 

（結果：１５０社回答） 

交通安全活動の担当者としては、「社内の交通安全教育責任者」（１１７社、78.0%）、「各部署単位

で指定をした交通安全教育担当者」（３５社、23.3%）、「社外の交通安全教育指導者」（１３社、8.7％）、

「その他」（１１社、7.3％）（注）のいずれか１種類以上の担当者を指定している回答企業は、合わせ

て１３３社（88.7%）あります。 

さらに、「社外の交通安全教育指導者」を担当者として指定している回答企業１３社（8.7%）の内

１１社は、「社内の交通安全教育責任者」（１１社）または「各部署単位で指定をした交通安全教育

担当者」（５社）も担当者として指定しています。 

一方で、交通安全活動の「担当者無し」と回答した企業は１３社（8.7%）あります。 

 

 

 

  

（注）「その他」の内、安全衛生担当者等を交通安全活動の担当者として指定していると回

答した企業が１１社ありました。 
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ウ. 自転車通勤に関する質問 

自転車通勤とは、自宅から勤務地までの通勤区間の全部または一部に自転車が交通

手段となっていることをいいます。 

＜質問１２＞ 

本質問は、自転車通勤を認めているかを聞いています。（回答必須、単数選択） 

（結果：１９４社回答） 

自転車通勤については、「会社全体で承認」（１４１社）または「本社、支社、営業所、工場等各部

署単位で承認」（３０社）を合わせた合計１７１社（88.2%）が自転車通勤を認めていますが、検討

中を含めて自転車通勤を認めてないと回答した企業は２０社（10.3%）あります。 

 

＜質問１３＞ 

本質問は、自転車通勤を認めていないと回答した企業について、その理由を聞いています。（回答

自由、複数選択可） 

（結果：１７社回答） 

自転車通勤を認めていない理由は、「交通事故の懸念」（１２社、70.6%）が一番多く、次に「駐輪

スペース等の環境の未整備」（７社、41.2%）が続いています。 
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＜質問１４＞ 

本質問は、自転車通勤を承認している回答企業において、自転車通勤を認める理由を聞いています。

（回答自由、複数選択可） 

（結果：１６６社回答） 

自転車通勤を承認していると回答した企業において、自転車通勤を認める理由は、「（公共交通機関

がない場合など）通勤手段のひとつ」が１６４社（98.8%）で最も多いのですが、「エコ通勤目的」

（３０社、18.1%）や「健康増進目的」（２９社、17.5%）などの最近注目される目的を掲げている

企業もあります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

（注） ＩＳＯ14001 

ＩＳＯ14001は、環境マネジメントシステムの仕様を定めた規格であり、この規格に沿って環境マネジメン

トシステムを構築することにより、環境対策を継続的に改善していく、効果的な仕組みを作ることを目的と

しています。 
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＜質問１５＞ 

本質問は、自転車通勤を承認している回答企業において、自転車通勤者の利用割合を聞いています。

（回答自由、単数選択） 

（結果：１７４社回答） 

回答企業における自転車通勤者の利用割合については、回答企業１７４社の内、利用割合を答えた

９５社における自転車通勤の利用割合は、１０％未満が最も多くなっています。 
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＜質問１６＞ 

本質問は、自転車通勤を承認している企業において、その手続方法を聞いています。（回答自由、

単数選択） 

（結果：１６７社回答） 

自転車通勤をするための手続については、実際に自転車通勤をする場合に、「許可制」を取ってい

る回答企業は３２社（19.2%）、「届け出制」を取っている回答企業は７０社（41.9%）あり、これ

らに「部署単位での任意の手続き」（５社、3.0%）を加えた、１０７社（64.1%）の回答企業が何

らかの手続をとっています。 

一方、「手続き無し」と回答した企業は６０社（35.9%）あります。 
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＜質問１７＞ 

本質問は、自転車通勤をしている者に対して、企業として課している遵守事項を聞いています。（回

答自由、複数選択可） 

（結果：１６６社回答） 

自転車通勤者に対して、何らかの遵守事項を課していると回答した企業は４５社あり、内容として

は、「傷害・賠償責任保険への加入」（２７社、16.3%）、「定期的な自転車の点検整備の実施」（１７

社、10.2%）、「交通安全講習等の受講」（１１社、6.6%）が多くなっています。 

また、４５社の回答企業の内、１つ課している回答企業が３２社（71.1%）、２つ課している回答企

業が７社（15.5%）、３つ課している回答企業が３社（6.7%）、４つ課している回答企業が３社（6.7%）

あります。 

さらに、「傷害・賠償責任保険への加入」と「定期的な自転車の点検整備の実施」の両方を課して

いると回答した企業は４５社中８社（17.8%）あります。 

一方で、何も課さないと回答した企業は１２１社（72.9%）あります。 
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＜質問１８＞ 

本質問は、自転車通勤をしている者に対して、企業として実施している支援策を聞いています。（回

答自由、複数選択可） 

（結果：１６７社回答） 

自転車通勤者への企業の支援策としては、「通勤手当の支給」を含めた何らかの金銭的な支給策を

講じている回答企業は７４社（44.3%）あります。 

また、「通勤手当の支給」（６８社、40.7%）と「専用の駐輪スペースの設置」（６７社、40.1%）が

共に多くなっています。 

さらに、自転車通勤者に対する何らかの支援策を講じていると回答した企業は１１０社（65.9%）

になります。その内、１つ実施している回答企業は７４社（67.2%）、２つ実施している回答企業は

３１社（28.1%）、３つ実施している回答企業は５社（4.5%）あります。 

一方で、支援策が「無し」と回答した企業は５７社（34.1%）あります。 
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＜質問１９＞ 

本質問は、質問１８で「通勤手当の支給」（６８社、40.7%）を選択した企業に、その支給制度を聞

いています。（回答自由、単数選択） 

（結果：６４社回答） 

自転車通勤者への通勤手当の支給方法は、「距離に応じた制度」が４３社（67.2%）、「距離に関係な

く一律の制度」が２１社（32.8%）あります。 
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＜質問２０＞ 

本質問は、通勤用自転車の点検整備の取組状況を聞いています。（回答自由、単数選択） 

（結果：１６６社回答） 

通勤用自転車の点検整備については、「点検整備を義務付け」（７社、4.2%）と「担当者による整備

状況の確認」（７社、4.2%）という確実な実施をしている回答企業は合計で１４社（8.4%）あり、

この他に、「点検整備を推奨」している回答企業は２０社（12.0%）あります。 

一方で、点検整備の取組「無し」と回答した企業は１３２社（79.5%）あります。 

 

＜質問２１＞ 

本質問は、質問２０で通勤用自転車に対して何らかの点検整備の取組があると回答した企業に対し

て、その実施状況を聞いています。（回答自由、単数選択） 

（結果：２４社回答） 

通勤用自転車の点検整備の取組状況は、「年に１回以上、定期的に実施」している回答企業が４社

（16.7%）、「１～２年の間に不定期で実施」している回答企業が３社（12.5%）あります。 

一方で、点検整備の取組状況が「不明」と回答した企業は８社（33.3%）あります。 
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＜質問２２＞ 

本質問は、自転車通勤をしている者に対して、事故を起こした場合の備えとなる任意保険等（賠償

責任保険）への加入の取組状況を聞いています。（回答自由、単数選択） 

（結果：１６７社回答） 

自転車通勤者の任意保険等（賠償責任保険）への加入については、自転車通勤者に「加入を義務付

け」る回答企業は１５社（9.0%）、「加入を推奨」している回答企業は４６社（27.5%）あり、さら

に、企業負担で全社員が加入していると回答した企業が１社（0.6％）あります。 

一方で、加入への取り組み「無し」の回答企業は１０５社（62.9%）あります。 
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＜質問２３＞ 

本質問は、自転車通勤をしている者に対する交通安全教育の実施状況について聞いています。（回

答自由、複数選択可） 

（結果：１６５社回答） 

自転車通勤者に対する交通安全教育については、「計画的に集合教育を実施」（１３社、7.9%）、「不

定期に集合教育を実施」（１４社、8.5%）、「交通安全パンフレット等の配布による徹底」（４５社、

27.2%）、「その他」（１社）のいずれかひとつ以上の方法により、何らかの形で交通安全教育を実施

していると回答した企業は６０社（36.3%）あります。 

一方で、「未実施」を選択した企業は５０社（30.3%）あります。 
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エ. 自転車の業務利用に関する質問 

＜質問２４＞ 

本質問は、企業が業務に自転車を使用しているかを聞いています。（回答必須、単数選択） 

（結果：１９４社回答） 

回答企業における自転車の業務使用については、「会社全体で使用」（１６社、8.2%）、または、「本

社、支社、営業所、工場等各部署単位で使用」（５５社、28.4%）を合わせた合計７１社（36.6%）

が業務に自転車を使用しています。 

一方で、「使用を検討中」を含めた１２２社（62.9%）の回答企業が業務には使用していません。 

 

＜質問２５＞ 

本質問は、業務に自転車を使用していない１２２社（62.9%）について、その理由を聞いています。

（回答自由、複数選択可） 

（結果：１１２社回答） 

業務に自転車を使用してない回答企業の理由は、「業務に不要」（１０５社、93.8%）が圧倒的に多

く、「交通事故の懸念」（１１社、9.8%）が続いています。 
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＜質問２６＞ 

本質問は、業務に自転車を使用している場合に、企業が所有している自転車の台数を聞いています。

自転車の所有には、リースも含めています。（回答自由、単数選択） 

（結果：７２社回答） 

業務に使用する自転車の所有台数については、回答企業７２社の内、所有台数を答えた４５社の所

有台数は２０台未満が大半ですが、最大１,２００台所有する回答企業もあります。 

 

＜質問２７＞ 

本質問は、業務に自転車を使用している場合に、その使用にあたっての規定などがあるかを聞いて

います。（回答自由、単数選択） 

（結果：６８社回答） 

業務での自転車の使用にあたっては、「使用規定などがある」（１１社、16.2%）と「その他」（１社）

を合わせた合計１２社（17.6％）に使用規定などがありますが、「使用規定などが無い」回答企業

は５６社（82.4%）あります。 
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＜質問２８＞ 

本質問は、業務に自転車を使用している場合に、その自転車の点検整備の取組状況を聞いています。

（回答自由、単数選択） 

（結果：６６社回答） 

業務に使用する自転車の点検整備の取組状況については、「会社全体」（２社、3.0%）での取組、「本

社、支社、営業所等各部署単位」（３７社、56.1%）での取組と「その他」（１社）を合わせた合計

４０社（60.6%）の回答企業が取り組んでいますが、２６社（39.4%）は点検整備の取組がありま

せん。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜質問２９＞ 

本質問は、業務に使用する自転車の点検整備の取組がないと回答した企業に、その理由を聞いてい

ます。（回答自由、複数選択可） 

（結果：２１社回答） 

業務に使用する自転車の点検整備に取り組んでいない理由は、１８社（85.7%）の回答企業が、「使

用頻度が少なく、費用対効果が小さいため必要性が無い」としています。 
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＜質問３０＞ 

本質問は、業務に自転車を使用している場合に、使用する自転車の交通事故等に備えた任意保険等

（賠償責任保険）への加入状況について聞いています。（回答自由、単数選択） 

（結果：６７社回答） 

業務に自転車を使用している場合の交通事故等に備えた任意保険等（賠償責任保険）への加入につ

いては、１８社（26.9%）の回答企業が加入していますが、３０社（44.8%）の回答企業は加入し

ていません。 

また、１７社（25.4%）の回答企業は、任意保険等（賠償責任保険）への加入が「不明」です。 
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＜質問３１＞ 

本質問は、業務に自転車を使用している場合に、使用する者に対する交通安全教育の実施状況につ

いて聞いています。（回答自由、複数選択可） 

（結果：６９社回答） 

業務で自転車を使用する者に対する交通安全教育の実施状況については、「計画的に集合教育を実

施」（７社、10.1%）、「不定期に集合教育を実施」（７社、10.1%）、「交通安全パンフレット等の配

布による徹底」（２０社、29.0%）、「その他」（２社）のいずれかひとつ以上の方法により、何らか

の形で交通安全教育を実施していると回答した企業は３１社（44.9%）あります。 

一方で、「未実施」を選択した企業は、２０社（29.0%）あります。 
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オ. 自転車の交通事故に関する質問 

＜質問３２＞ 

本質問は、自転車通勤を認めている回答企業（質問１２で、１、２、３を選択した企業）または業

務に自転車を使用している回答企業（質問２４で、１、２、３を選択した企業）の合計１７９社に

ついて、昨年度の交通事故（物損事故＋人身事故）の発生状況を聞いています。（回答自由、複数

選択可） 

（結果：１６５社回答） 

回答企業の内、１１０社（66.7%）は、昨年度自転車の関連した交通事故が無かったと答えていま

す。 

また、回答企業の内、「相手側の一方的な原因」、「自転車の運転者が原因」または「道路の欠陥ま

たは構造が原因」を選択した企業は、合わせて３５社（21.2%）あります。 
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カ. 自動車の利用（通勤、業務）に関する質問（参考） 

以下の質問は、企業における自転車の利用状況を分析するにあたり、比較対照とし

て参考にする目的で自動車の利用について聞いています。 

 

＜質問３３＞ 

本質問は、自動車通勤者の割合を聞いています。（回答自由、単数選択） 

（結果：１８４社回答） 

回答企業１８４社の内、自動車通勤者の割合を答えた１３０社（70.7%）においては、８０％以上

の者が自動車通勤していると回答した企業（５０社、38.5%）が最も多くありました。 

一方、自動車通勤を認めてない企業は１８４社中１６社（8.7%）ありました。 
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＜質問３４＞ 

本質問は、自動車通勤者に対する手当の支給制度について聞いています。（回答自由、複数選択可） 

（結果：１８６社回答） 

自動車通勤者に対する手当の支給制度は、通勤「距離に応じた制度」（１５４社、82.8%）が最も多

く、「自動車の貸与」（１３社、7.0%）、「ガソリン等の現物支給」（１１社、5.9%）がこれに続きま

す。 

一方で、「手当なし」と回答した企業は１７社（9.1%）あります。 

 

 

 

 

  

（注）「その他」には、次が含まれます。 

・公共交通機関の定期代相当額の支給：２社 

・駐車場使用料金の一部負担：１社 
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＜質問３５＞ 

本質問は、自動車通勤者に対する交通安全教育の実施状況について聞いています。（回答自由、複

数選択可） 

（結果：１８４社回答） 

自動車通勤者に対する交通安全教育の実施については、「計画的に集合教育を実施」（３９社、21.2%）、

「不定期に集合教育を実施」（３３社、17.9%）、「交通安全パンフレット等の配布による徹底」（７

５社、40.8%）、「その他」（１０社、5.4%）のいずれかひとつ以上の方法により、何らかの形で交

通安全教育を実施していると回答した企業は、合わせて１１７社（63.6%）あります。 

一方で、「未実施」を選択した企業は２６社（14.1%）あります。 
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＜質問３６＞ 

本質問は、業務で自動車を使用する者に対する交通安全教育の実施状況について聞いています。 

（回答自由、複数選択可） 

（結果：１８５社回答） 

業務で自動車を使用する者に対する交通安全教育の実施については、「計画的に集合教育を実施」

（５５社、29.7%）、「不定期に集合教育を実施」（２９社、15.7%）、「交通安全パンフレット等の配

布による徹底」（８０社、43.2%）、「その他」（１２社、6.5%）のいずれかひとつ以上の方法により、

何らかの形で交通安全教育を実施していると回答した企業は、合わせて１３０社（70.3%）ありま

す。 

一方で、「未実施」を選択した企業は２３社（12.4%）あります。 
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（３）自転車利用に関する意識の分野の集計 

以下の質問は、企業における自転車利用に関する意識を探るため、 

回答を担当された方の意見・考えを聞いています。 

 

＜質問３７＞ 

本質問は、企業における自転車利用について、企業として推進することが望ましいと考える事項を

聞いています。（回答自由、複数選択可） 

（結果：１８７社回答） 

回答企業が、自転車利用に関して推進することが望ましいと考える事項は、「自転車通勤者への賠

償責任保険加入の推奨」（９６社、51.3%）が最も多く、「交通安全意識の高揚」（８７社、46.5%）、

「自転車通勤者への自転車の点検整備の励行」（５８社、31.0%）、「交通安全社内教育の充実（５３

社、28.3%）が続きます。 

一方で、３８社（20.3%）は「推進すべき事項はない」と考えています。 
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＜質問３８＞ 

本質問は、企業における今後の自転車通勤の拡大についての意識を聞いています。（回答自由、複

数選択可） 

（結果：１８６社回答） 

今後の自転車通勤については、何らかの理由で拡大すると考えている回答企業は合わせて９１社

（48.9%）ありますが、「拡大しない」または「拡大すべきでない」を選択した企業は、合わせて１

８社（9.7%）あります。 

一方で、７９社（42.4%）は、「特に考えは無い」と回答しています。 
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＜質問３９＞ 

本質問は、一般的な自転車運転における問題についての意識を聞いています。（回答自由、複数選

択可） 

（結果：１８８社回答） 

自転車運転での問題としては、上位から、「スマホ・携帯電話のながら運転」（１１１社、59.0%）、

「信号無視」（９５社、50.5%）、「一時停止無視」（６５社、34.6%）、「傘さし運転」（６４社、34.0%）

を問題と考える割合が高いなど、社会的な問題として認識されている項目が続いています。 
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＜質問４０＞ 

本質問は、都市内交通における今後の自転車利用の増減についての意識を聞いています。（回答自

由、単数選択） 

（結果：１７１社回答） 

今後の都市内交通における自転車利用の増減については、「増える」（２４社、14.0%）と「どちら

かといえば増える」（６１社、35.7%）を合わせた８５社（49.7%）が増えていくと考えていますが、

「減る」（１社、0.5%）と「どちらかといえば減る」（６社、3.5%）を合わせた７社（4.1%）は、

減っていくと考えています。  

一方で、５３社（31.0%）はどうなるか「わからない」と考えています。 
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＜質問４１＞ 

本質問は、自転車利用環境において、公的な対策として望む事項について聞いています。（回答自

由、複数選択可） 

（結果：１８５社回答） 

自転車利用環境における公的な対策として望む事項としては、学校における「交通安全教育の強化」

｛小学校（９９社、53.5%）、中学校（９３社、50.3%）、高等学校（８１社、43.8%）、大学（１９

社、10.3%）｝の要望が目立ちます。 

これに加えて、「駐輪場の整備」（９６社、51.9%）、「自転車専用道路等の整備」（９６社、51.9%）、

「自転車用路面表示の工夫・新設」（３２社、17.3%）などの施設面での要望が続き、さらに、「点

検整備の推進」（２８社、15.1%）、「スポーツ自転車の明確化と走行場所の区別」（１９社、10.3%）、

「歩道の自転車走行禁止規制の実施」（１８社、9.79%）などの制度面での要望もあります。 
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＜質問４２＞ 

本質問は、今後の自動車交通に求める事項について聞いていますが、企業の担当者の関心の高い分

野を把握するための参考にもしています。（回答自由、複数選択可） 

（結果：１８４社回答） 

今後の自動車交通に求める事項については、環境対策としての「電気自動車の普及」（１２３社、

66.8%）や「水素自動車の普及」（５６社、30.4%）に加え、交通安全に関連する「自動ブレーキの

普及」（９９社、53.8%）や「高齢者ドライバー検査強化」（８５社、46.2%）などの回答が多く見

受けられます。 

 

 

 

 

 

  

（注１）LRT 

Light Rail Transitの略で、低床式車両の活用や軌道・電停の改良による乗降の容易性、

定時性、速達性、快適性などの面で優れた特徴を有する次世代の軌道系交通システム。 

 

（注２）ISAシステム 

Intelligent Speed Adaptation の略で、路側からの電子信号により、自動的に車の走行速

度が制限されるなどするシステム。 
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＜質問４３＞ 

本質問は、ＴＳマークの認識度と利用度を聞いています。（回答必須、複数選択可） 

（結果：１９４社回答） 

回答企業のＴＳマークの利用については、４社（2.1%）が実際に利用しています。 

回答企業の担当者のうち、「個人的に利用している」（２０社、10.3%）と「知っているが、個人的

には利用していない」（５７社、29.4%）を合わせた７６社（39.2%）の担当者は、ＴＳマークの内

容を知っていると回答しています。 

一方で、回答企業の担当者のうち、「聞いたことはあるが内容は分からない」（５３社、27.3%）と

「知らない」（６０社、30.9%）を合わせた１１２社（57.7%）の担当者は、ＴＳマークの内容を知

らないと回答しています。 
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５.アンケートのまとめ   

（１） 質問分野別まとめ 

ア. 交通安全活動に関して 

 交通安全活動については、１９４社中１６２社（83.5%）の回答企業が取組の意識を持っており、

この取組のために、何らかの形で交通安全活動の担当者を置いている企業は、１５０社中の１

３３社（88.7%）あります。 

また、「交通安全教室等の実施」のように特別な時間を割く取組を一つ以上実施していると回答

した企業は１５０社中９９社（66.0%）あります。 

 

 

イ. 自転車通勤に関して 

 自転車通勤を認めている回答企業の割合は１９４社中１７１社（88.2%）あり、これは、自動車

通勤を認めていると推定される回答企業の割合１８４社中１６８社（92.3%）（注１）とほぼ同程度

になっています。 

 自転車通勤を認める理由としては、「（公共交通機関がない場合など）通勤手段のひとつ」をほ

とんどの企業が選択しています（１６６社中１６４社、98.8%）が、「エコ通勤」（１６６社中３

０社、18.1%）や「健康増進」（１６６社中２９社、17.5%）などの目的を合わせて掲げている

企業もあります。 

 自転車通勤をするためには、回答企業の内１６７社中１０７社（64.1%）が、許可や届け出等の

何らかの手続を必要としています。また、一方で、通勤手当等何らかの金銭的支給を行ってい

ると回答した企業は、１６７社中７４社（44.3%）あります。 

 自転車通勤者に対して、集合教育等何らかの交通安全教育を実施している回答企業は１６５社

中６０社（36.4%）あるものの、自動車通勤者への何らかの交通安全教育の実施割合１８４社中

１１７社（63.6%）より低い状況です。 

 通勤用自転車について確実な点検整備（注２）を実施している回答企業は１６６社中１４社（8.4%）

であり、点検整備を推奨すると回答した企業１６６社中２０社（12.0%）を含めても１６６社中

３４社（20.5%）にとどまります。 

また、交通事故に備えた賠償責任保険への加入の促進については、加入を義務づけていると回

答した企業は１６７社中１５社（9.0%）ですが、加入を推奨する回答企業１６７社中４６社

（27.5%）とその他１社（会社加入）を含めても、１６７社中６２社（37.1%）にとどまります。 

 

（注１）質問３３では、自動車通勤を認めているのかを明確に質問していませんので、全回答企

業数から「自動車通勤は認めていない」回答企業数を引いた値を「自動車通勤を認めている回答

企業数」と推定しました。 

 

（注２）質問２０参照 
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ウ. 自転車の業務利用に関して 

 企業における自転車の業務利用については、１９４社中７１社（36.6%）が業務に自転車を使用

していますが、その内、使用規程等により管理している企業は６８社中１２社（17.6%）ありま

す。 

 業務で自転車を利用する者への交通安全教育に関しては、集合教育等何らかの交通安全教育を

実施していると回答した企業は６９社中２９社（42.0%）あります。 

これは、自転車通勤への何らかの交通安全教育の実施割合１６５社中６０社（36.4%）に比べて

５ポイント以上上回っていますが、自動車の業務使用者に対する何らかの交通安全教育の実施

割合１８５社中１３０社（70.3%）より２８ポイント以上下回っています。 

 業務に使用する自転車の点検整備については、６６社中３９社（59.0%）の回答企業が組織的に

取り組んでいるものの、交通事故等に備えた任意保険等（賠償責任保険）への加入を確実に把

握していると回答した企業は６７社中１８社（26.9%）にとどまります。 

 

 

エ. 自転車利用に関する意識について 

以下の質問は企業における自転車利用に関する意識を探るため、

回答を担当された方の意見・考えを聞いています。 

 一般的な自転車利用において問題と考える行動は、「スマホ・携帯電話のながら運転」が最も多

く、続いて「信号無視」、「一時停止無視」などの違反行為が上位から多くを占めています。 

 現在の自転車利用において、企業として推進すべきと考えるのは、「自転車通勤者への賠償責任

保険加入の推奨」（１８７社中９６社、51.3%）が最も多く、「交通安全意識の高揚」（１８７社

中８７社、46.5%）、「自転車通勤者への自転車の点検整備の励行」（１８７社中５８社、31.0%）

が続きます。 

 公的な対策として求めるものには、小学校から大学までの学校教育における「交通安全教育の

強化」（１８５社中１２０社、64.9%）が大きな位置を占めており、「駐輪場の整備」（１８５社

中９６社、51.9%）などの施設面の整備、「点検整備の推進」（１８５社中２８社、15.1%）など

の制度面の推進が続きます。 

 今後の都市内での自転車利用については、１７１社中８５社（49.7%）が増える（注４）と考えて

おり、さらに自転車通勤についても１８６社中９１社（48.9%）が何らかの拡大をする（注５）と

考えています。 

しかしながら、都市内での自転車利用の変化について「分からない」（１７１社中５３社、31.0%）、

自転車通勤の拡大についても「特に考えは無い」（１８６社中８０社、43.0%）担当者も相当数

いる状況です。 

（注４）質問４０参照 

（注５）質問３８参照 
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（２） クロス集計 

 

ア. 自転車通勤への対策の重複数 

自転車通勤については、回答企業１９４社のうち１７１社が認めています。これらの１７１社が自転

車通勤者の管理あるいは安全のために講じている対策の重複数について分析しました。 

 

（i） 対策の分類 

自転車通勤に対する企業の対策の分類とその対策を取っているかどうかは、表 5.1のように質問内容

と対策有りとする選択肢を定め抽出しました。 

 

表 5.1 自転車通勤者への対策 

 

  

（ii） ベン図による比較 

表 5.1 に掲げた各対策間の重複関係をクロス集計し、ベン図にあらわすと図 5.1～図 5.5 のようにな

ります。 

このベン図では、①エリアの広さ（円の大きさ）は対策をしている企業数を表し、②交わり部分は同

時に対策していることを示し、③円が交わっていない部分は、それらの対策が単独でしか行われていな

いことを意味します。 

 

（iii） 分析結果 

図 5.1～図 5.5 で多くの交わりがある対策は、本アンケートに答えた企業が既に同時に対策を進めて

いることとなります。 

この内、４つ全ての対策を進めている企業は、図 5.5から２０社になります。また、３つ同時に対策

を進めている企業は、図 5.2 の３４社が最も多いことから、図 5.2 の対策項目である、①交通安全教育

番号 質問内容 企業数 割合

1 許可制 4 手続きなし

2 届け出制 5 その他

3 部署単位で任意の手続き

1 計画的に集合教育

2 不定期に集合教育

3 パンフレット等の配布

6 その他

1 点検整備を義務付け 4 なし

2 点検整備を推奨 5 その他

3 整備状況の確認

1 加入を義務付け

2 加入を推奨 3 なし

4 その他

本人任せ4

未実施5

対策の分類
質問 対策企業

対策無しと判断する選択肢
対策有りと判断する選択肢

１０７社 64.1%

安全教育 23 自転車通勤者への交通安全教育の実施 ６０社 36.4%

管理 16 自転車通勤の社内手続き

37.1%

点検整備 20 通勤用自転車への点検整備の取組 ３４社 20.5%

任意保険 22 自転車通勤者の任意保険加入の取組 ６２社
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の実施、②自転車通勤者の管理、③任意保険の加入促進、を今後の企業の推進メニューの参考とするこ

とができるでしょう。 
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図 5.5 アンケート回答における管理/安全教育/点検整備/任意保険の重複関係 
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イ. 自転車通勤者の管理方法の影響 

自転車通勤を認めている回答企業において、自転車通勤者の管理方法の違いがどのように影響してい

るのかを分析しました。 

 

（i） 管理の方法 

自転車通勤者が、自転車通勤をするための社内での手続き方法については、質問１６で聞いており、

回答の分布は表 5.2、図 5.6のとおりです。 

このうち、最も確実な管理方法である「許可制」をとっている回答企業（３２社）、緩やかな管理を

している「届け出制」の回答企業（７０社）および管理に改善の余地がありそうな「手続きなし」の回

答企業（６０社）について、自転車通勤への他の対策の実施とのクロス集計を行いました。その結果は、

表 5.3のとおりです。 

 

 

表 5.2 自転車通勤をするための社内手続き 

 

 

 

回答企業数 選択企業数 割合

1 32 19.2%

2 70 41.9%

3 5 3.0%

4 60 35.9%

5 0 0.0%

質問 選択肢

自転車通勤をするための
社内手続き

16

許可制

167

届け出制

部署単位での任意の手続き

手続き無し

その他
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表 5.3 自転車通勤の管理と自転車通勤等への対策の関連 

 

 

 

 

 

 

 

対策項目
（質問内容）

回答
企業

選択
企業 実施割合

回答
企業

選択
企業 実施割合

回答
企業

選択
企業 実施割合

1 計画的に集合教育を実施 61.3% 41.8% 15.3%

2 不定期に集合教育を実施

3 交通安全パンフレット等

1 点検整備を義務付け
38.7% 25.7% 5.2%

2 点検整備を推奨

3
担当者による整備状況の
確認

68.8% 42.9% 10.5%

2 加入を推奨

1 計画的に集合教育を実施
64.3% 50.0% 23.8%

2 不定期に集合教育を実施

3 交通安全パンフレット等

69.2% 72.0% 30.0%

2 本社、支社、営業所等各部署単位

35.7% 20.0% 30.0%

6

22

14 9

32

自転車業務利用者への
安全教育

625 5 20
業務用自転車の
任意保険加入

加入1 14 5

25 18 20
業務用自転車の
点検整備実施

会社全体1

913

対策内容（選択肢）

対策 許可制企業（３２社） 手続き無し企業（６０社）届け出制企業（７０社）

自転車通勤者への
安全教育

通勤用自転車の
点検整備実施

自転車通勤者への
任意保険加入

加入を義務付け1

31 12 58 3

31 19 59 967 28

70

2126 13 5

18

70 30 57 6

凡例 
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（ii） 自転車通勤者の管理の充実の効果（分析結果） 

 表 5.3からは、次の事が言えます。 

 自転車通勤の手続きを「許可制」にして管理程度が高い回答企業は、①自転車通勤者への任意保険

の加入、②自転車通勤者への交通安全教育活動の実施、③通勤自転車の点検整備の実施の順に対策

への取組が高いと言えます。 

 「届け出制」の回答企業では、「許可制」の回答企業と同様の傾向ではありますが、取組企業数の

割合は１割～２割程度下がっています。さらに、「手続き無し」の回答企業では、それぞれの対策

の実施の割合が最大 1.5割程度であり、今後のこれらの対策への取組の余地を残しています。 

 業務用自転車に関しても、ほぼ同様な傾向となっています。 

 

これらから、企業における自転車通勤者の管理ひとつを取ってみても、「許可制」等管理の程度が高

ければ、他分野での対策への取組も高くなっていると言えそうです。 
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ウ. 自転車通勤者への遵守事項の設定の影響 

自転車通勤を認めている回答企業の内、自転車通勤者へ遵守事項を課している回答企業について、他

にどのような施策を合わせて実施しているのか分析を行いました。 

 

（i） 遵守事項の設定 

自転車通勤者に対する遵守事項については、質問１７で聞いており、回答の分布は表 5.4、図 5.7 の

とおりです。 

これらの回答を、遵守事項が「有る」回答企業（４５社）および、遵守事項が「無い」回答企業（１

２１社）に分けて、企業側での施策とのクロス集計を行いました。その結果は表 5.5のとおりです。 

 

表 5.4 自転車通勤への遵守事項の設定 

 

 

 

 

 

回答企業数 選択企業数 割合

1

2

3

4

5

7 その他

6 121
（遵守事項無し）

72.9%

45
（遵守事項有り）

27.1%

定期的な自転車の点検整備の実施

傷害・賠償責任保険への加入

ヘルメットの着用

反射材の活用

質問 選択肢

17
自転車通勤者への

遵守事項

交通安全講習会等の受講

166

無し
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表 5.5 自転車通勤者への遵守事項の設定と企業の対策の関連 

 

 

 

（ii） 自転車通勤者への遵守事項の設定の効果（分析結果） 

自転車通勤者に対して、賠償責任保険への加入などの遵守事項を課している回答企業は、金銭的な支

給など企業として実施できる施策についても多く実施していると言えます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

対策項目
（質問内容）

回答
企業

選択
企業

回答
企業

選択
企業

2
3
4

通勤手当の支給を含めた金銭的な支
援

45 25 55.6% 120 48 40.0%

5 専用駐輪スペースの設置 45 26 57.8% 120 41 34.2%

1 計画的に集合教育を実施

2 不定期に集合教育を実施

3 交通安全パンフレット等による徹底

1 会社全体

2 本社、支社、営業所等各部署単位

業務用自転車の
任意保険等への

加入
2 加入 20 10 50.0% 40 6 15.0%

対策 遵守事項有り企業（４５社） 遵守事項無し企業（１２１社）

自転車通勤者への
支援策

自転車通勤者への
交通安全教育の

実施
43 26 60.5%

41 20

実施内容（選択肢） 実施割合 実施割合

119

48.8%

32 26.9%

業務用自転車の
点検整備実施

18 15 83.3%
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＜資料１＞ アンケート実施書 
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＜資料２＞ アンケート回答方法の説明書 
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＜資料３＞ アンケート回答画面 

（１）ログイン画面 

 

 

（２）回答入力画面例１ 
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（３）回答入力画面例２ 

 

（４）入力内容の確認画面 
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＜資料４＞ アンケート企業抽出方法 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜資料５＞ アンケート回収詳細データ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「企業における通勤用等自転車の安全対策の実態把握に関する調査研究」におけるアンケート先選定仕様 

 

1 アンケート目的及びアンケート概要 

自転車の安全利用促進対策については、これまで自転車通学安全モデル校を指定し、安全利用の促進に努めている。 

今後、企業等についても自転車の安全利用の促進を図っていく必要があるが、企業における通勤や業務での自転車の使用実

態、自転車安全利用の取り組み実態については、把握できていない。 

そのため、今後の企業等における自転車安全利用促進施策に係る検討に資することを目的として、アンケート調査により、

企業の通勤及び業務用自転車の利用状況と安全利用対策の現状について調査・分析を行う。 

 

2 アンケート先企業の選定方法 

(1) アンケート先企業数 

アンケート先企業数としては、500社を予定。 

(2) アンケート先企業の選定方法 

ア. アンケート先企業としては、全国の株式上場企業（会社四季報掲載）から選定することとする。 

イ. アンケート先企業の地域を考慮して、企業の本社所在地が存在する都道府県単位で選定する。 

ウ. アンケート先業種としては、以下の業種から抽出する。 

 水産・農林業     11社 

 鉱業          7社 

 建設業               174社 

 食料品        130社 

 繊維製品              56社 

 パルプ・紙            26社 

 化学         215社 

 医薬品                62社 

 石油・石炭製品        13社 

 ゴム製品       19社 

 ガラス・土石製品   62社 

 鉄鋼         49社 

 非鉄金属       36社 

 金属製品       91社 
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 機械        231社 

 電機機器      270社 

 転送用機器      99社 

 精密機器             50社 

 その他製品     109社 

 電機・ガス業     23社 

 陸運業               65社 

 海運業        15社 

 空運業                6社 

 倉庫・運輸関連業   41社 

 情報・通信業        359社 

 卸売業       340社 

 小売業       345社 

 銀行業        92社 

 証券・商品先物取引業 41社 

 保険業        12社 

 その他金融業     32社 

 不動産業      113社 

 サービス業     363社 

合計        3,557社 

上記業種の中からアンケート対象業種を選定する。 

エ. アンケート先企業の従業員数の規模を以下の分類の中から選定する。 

 従業員数 1000人以上        846社 

 従業員数 500人以上 1000人未満    623社 

 従業員数 100人以上 500人未満   1439社 

 従業員数 100人未満         584社 

       合計         3492社 

前項との差は、海外からの上場等で省いたものが存在する。 

(3) アンケート先企業選定手順 

① 県別・業種別・従業員数別に上場企業を分類。 

② 抽出した（4）項の上場企業数においてアンケート予定企業数（500 社）に対する県別・業種別・従業員数

別毎の企業数を求める。 

③ ②項で求めた結果、アンケート先企業が存在しない県が出てくる場合は、県単位では、必ずアンケート先企

業が存在するように補正を行う。 

④ 補正に当たっては、上場企業が集中する、東京都、大阪府の上場企業を減らすことで補正する。 
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⑤ 500社抽出における県別・業種別の企業数選択の具体的な方法としては、以下のような原則で実施。 

 従業員数 1000人以上、500人以上 1000人未満、100人以上 500人未満、100人未満の 4分類にお

けるそれぞれの上場企業数に対する、全上場企業数（3492社）に対する 500社の比率（0.143184）

を県別・業種別・従業員数別企業数に掛けることで求める。 

 掛け合わせたそれぞれの業種別企業数において、端数が出る場合、原則四捨五入とする。ただし、四

捨五入した場合、0となり対象県の従業員数分類のいずれの業種・企業において選択されない場合に

は、その県の業種別企業数は切上げとする。 

切上げた県は、以下の通り 

青森県、岩手県、宮城県、秋田県、山形県、福島県、茨城県、栃木県、群馬県、山梨県、長野県、富

山県、三重県、岐阜県、福井県、滋賀県、奈良県、鳥取県、島根県、広島県、山口県、徳島県、香川

県、愛媛県、高知県、佐賀県、長崎県、熊本県、大分県、宮崎県、鹿児島県、沖縄県 

 また、東京都及び大阪府の選択企業数の比率としては、他県の企業数比率の 45％として計算した。 
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＜資料５＞ アンケート回収データ 

 

 

企業の概要に関する質問
回答企業数：合計 194

番号 質問文 選択数 番号 選択肢

1
社名

回答会社数
回答実数 194

2

単数 1 水産・農林業 1

2 鉱業 0

3 建設業 13

4 食料品 4

5 繊維製品 1

6 パルプ・紙 0

7 化学 12

8 医薬品 6

9 石油・石炭製品 0

10 ゴム製品 2

11 ガラス・土器製品 5

12 鉄鋼 3

13 非鉄金属 3

14 金属製品 9

15 機械 7

16 電機機械 16

17 輸送用機器 12

18 精密機器 2

19 その他製品 12

20 電機・ガス業 5

21 陸運業 0

22 海運業 0

23 空運業 0

24 倉庫・運輸関連業 1

25 情報・通信業 12

26 卸売業 11

27 小売業 20

28 銀行業 12

29 証券・商品先物取引業 0

30 保険業 0

31 その他金融業 0

32 不動産業 4

33 サービス業 21

3 194
単数 1 １００人未満 17

2 １００人～５００人未満 61
3 ５００人～１，０００人未満 43
4 １，０００人以上 73

4 194
単数 1 本店（本社）、支店、営業所、工場等が複数の都道府県にある 173

2 本店（本社）、支店、営業所、工場等は同一の都道府県内にある 14
3 支店、営業所、工場等は無い 5

5

連絡先部署名 　　　　　　　　　　　事業部、　　　　　　　　　　　　部、　　　　　　　　　　　　　　　課　　　　　　　　　　　　　　　　　　

E-mail アドレスまたは電話番号
E-mail

電話番号　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　内線

本アンケートに関して、当協会から改めてお尋ねすることがある場合のご連絡先をご記入下さい。

貴社名をご確認下さい。

業種を選択して下さい。（代表的な業種で結構です。）

自転車に係る企業行動分析に関するアンケート（回答数）

従業員数を選択して下さい。

本店（本社）、支店、営業所、工場等について、ひとつ選択して下さい。

@ 確認

凡例
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1 企業の自転車利用に対する考え方

回答会社数

回答実数

番号 質問文 選択数 番号 選択肢

6 必須 194
複数 1 通勤手段のひとつ 157

2 エコ通勤活動のひとつ 36
3 健康増進対策のひとつ 33
4 車利用による交通事故リスクの軽減の方策のひとつ 5
5 車利用からの転換方策のひとつ 9
6 自転車関連業界に属しているので推進 1
7 トップ等が強力に推進 1
8 ISO14001活動の一環 3
9 宣伝活動の一環 0
10 業務活動に自転車が必要 21
11 自転車利用は個人の自由 76
12 業務活動に自転車は不要 22
13 理由の如何によらず使用を承認していない 4
14 特段の考えはない 28
15 その他 5

2 企業の交通安全（交通事故防止対策）に関する取組

番号 質問文 選択数 番号 選択肢

7 必須 194

単数 1 会社全体での取組 123

2 本社、支社、営業所等各部署単位での取組 32

←8 3 今後（２年以内）会社全体での取組を検討中 6

←8 4 今後（２年以内）本社、支社、営業所等各部署単位での取組を検討中 1

←8 5 取組予定なし 31

6 その他 1

8 7 30
複数 1 現在でも十分に浸透 10

2 取組の意味無し 1
3 企業活動外 8
4 不明 3
5 無し 9
6 その他 1

9 150
複数 1 社内の交通安全教育責任者による交通安全教育等の開催 53

2 社外講師を招致しての交通安全教室等の開催 56
3 社外の交通安全イベント（研修）等への派遣参加 52
4 交通安全月間（週間）などの実施 77
5 交通事故発生状況等の情報提供 87
6 社員ミーティング等での討議 41
7 交通安全標語等による啓発活動 49
8 その他 12

10 152
複数 1 総務・庶務部門 135

2 人事・管理部門 38
3 業務・営業部門 14
4 担当無し 1
5 その他 12

11 150
複数 1 社内の交通安全教育責任者 117

2 社外の交通安全教育指導者 13
3 各部署単位で指定をした交通安全教育担当者 35
4 ベテランドライバー等をその都度指定 2
5 持ち回りで指定 5
6 担当者無し 13
7 その他 13

（以下は、交通安全（交通事故防止対策）に取り組んでいる場合に、お答え下さい。）
交通安全（交通事故防止対策）として現在取り組んでいる内容をすべて選んでください。

交通安全（交通事故防止対策）を担当している部署をすべて選んで下さい。

交通安全（交通事故防止対策）を担当している方をすべて選んでください。

貴社の自転車利用に対する考え方をすべて選んで下さい。

交通安全（交通事故防止）への取組を行っていますか。取り組んでいる場合には、その体制について、該当する内容をひとつ選んで下さい。

交通安全（交通事故防止対策）に現在取り組めてない、あるいは、取り組んでいない理由について、該当する内容をすべて選んで下さい。

凡例
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3

番号 質問文 選択数 番号 選択肢

12 必須 194
単数 1 会社全体で承認 141

2 本社、支社、営業所、工場等各部署単位で承認 30
←13 3 今後（２年以内）会社全体で承認を検討中 0
←13 4 今後（２年以内）本社、支社、営業所等各部署単位での承認を検討中 1
←13 5 承認していない 19

6 その他 3

13 12 17
複数 1 交通事故の懸念 12

2 駐輪スペース等の環境が未整備 7
3 通勤手当等、福利・厚生面が未整備 2
4 会社が通勤手段を提供しているので不要 2
5 地理的に使用不可 4
6 不明 0
7 その他 0

14 166
複数 1 通勤手段のひとつ（公共交通機関がない、徒歩距離が長いなど） 164

2 健康増進目的（運動不足解消、体力向上など） 29
3 エコ通勤目的（自動車通勤からの転換など） 30
4 車利用による交通事故リスクの軽減のため 4
5 自転車関連業界に属しているため 1
6 トップ等が強力に推進しているため 1
7 ISO14001活動の一環 3
8 宣伝活動のため 0
9 その他 6

15 174
単数 1 自転車通勤者の割合　約＿＿＿＿＿％ 95

2 不明 73
3 その他（自由記述） 6

16 167
単数 1 許可制 32

2 届け出制 70
3 部署単位での任意の手続き 5
4 手続き無し 60
5 その他　 0

17 166
複数 1 交通安全講習等の受講 11

2 定期的な自転車の点検整備の実施 17
3 傷害・賠償責任保険への加入 27
4 ヘルメットの着用 5
5 反射材の活用 5
6 無し 121
7 その他 4

18 167
複数 1 安全対策用品（ヘルメット等）の支給または貸与 1

2 自転車に関する金銭的補助（通勤手当以外の任意保険料、自転車購入費、整備・修理費等）2
←19 3 通勤手当の支給 68

4 有料駐輪場を使用する場合の補助 10
5 専用の駐輪スペースの設置 67
6 シャワー設備の設置 3
7 体力診断の実施 0
8 特別な健康診断の実施 0
9 無し 57
10 その他 0

自転車通勤について
（この場合の自転車通勤とは、自宅から勤務地までの通勤区間の全部または一部に自転車が交通手段となっていることをいいます。）

自転車通勤を認めていますか。認めている場合は、該当する内容をひとつ選んで下さい。

現在、自転車通勤を認めてない場合、その理由として、該当する内容をすべて選んで下さい。

自転車通勤を認めている理由をすべて選んで下さい。

自転車通勤者の概ねの割合を記入して下さい。

（以下は、自転車通勤を認めている場合に、お答え下さい。）

自転車通勤をするための社内手続をひとつ選んで下さい。

自転車通勤の場合の遵守事項について、該当する内容をすべて選んで下さい。

自転車通勤者に対する支援策について、該当する内容をすべて選んで下さい。
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19 18 64
単数 1 距離応じた制度 43

2 距離に関係なく一律の制度 21
3 その他 0

20 166
単数 ←21 1 点検整備を義務付け 7

←21 2 点検整備を推奨 20
←21 3 担当者による整備状況の確認 7

4 無し 132
5 その他 0

21 20 24
単数 1 年に1回以上、定期的に実施 4

2 １～２年の間に不定期で実施 3
3 ２～３年の間に不定期で実施 0
4 故障の都度実施 2
5 それぞれの部署で判断 4
6 不明 8
7 その他 3

22 167
単数 1 加入を義務付け 15

2 加入を推奨 46
3 無し 105
4 その他 1

23 165
複数 1 計画的に集合教育を実施 13

2 不定期に集合教育を実施 14
3 交通安全パンフレット等の配布による徹底 45
4 本人任せ 72
5 未実施 50
6 その他 1

自転車通勤の手当の制度がある場合に、該当する内容をひとつ選んで下さい。

通勤用自転車の点検整備への取組状況について、該当する内容をひとつ選んで下さい。

通勤用転車の点検整備への取組がある場合、その頻度をひとつ選んで下さい。

自転車通勤者に対する民間の任意保険等（賠償責任保険）加入への取組状況をひとつ選んで下さい。

自転車通勤者に対する交通安全教育の実施について、該当する内容をすべて選んで下さい。
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4 業務に使用している自転車について

番号 質問文 選択数 番号 選択肢

24 必須 194
単数 1 会社全体で使用 16

2 本社、支社、営業所、工場等各部署単位で使用 55
←25 3 今後（２年以内）会社全体での使用を検討中 0
←25 4 今後（２年以内）本社、支社、営業所等各部署単位での使用を検討中 1
←25 5 未使用 121

6 その他 1

25 24 112
複数 1 業務に不要 105

2 交通事故の懸念 11
3 駐輪スペース等の環境が未整備 6
4 その他 1

26 72
単数 1 合計約＿＿＿＿＿台 45

2 不明 27
3 その他 0

27 68
単数 1 使用規定などがある 11

2 使用規定などは無い 56
3 その他 1

28 66
単数 1 会社全体 2

2 本社、支社、営業所等各部署単位 37
←29 3 無し 26

4 その他 1

29 28 21
複数 1 使用頻度が少なく、費用対効果が小さいため必要性が無い 18

2 予算措置ができてない 0
3 点検整備を頼める店が無い 0
4 その他 3

30 67
単数 1 加入 18

2 未加入 30
3 不明 17
4 その他 2

31 69
複数 1 計画的に集合教育を実施 7

2 不定期で集合教育を実施 7
3 交通安全パンフレット等の配布による交通安全の徹底 20
4 本人任せ 23
5 未実施 20
6 その他 2

5 自転車の交通事故について

番号 質問文 選択数 番号 選択肢

32 165
複数 1 自転車の運転者が原因 23

2 自転車の整備不良が原因 0
3 道路の欠陥または構造が原因 4
4 相手側の一方的な原因 25
5 不明または分析不可能 23
6 昨年度は交通事故なし 110
7 その他 2

会社で所有（リースを含む。）している自転車の概ねの合計台数を記入して下さい。

業務用自転車の使用規定などについてひとつ選んで下さい。

業務用自転車の点検整備への取組状況をひとつ選んで下さい。

業務用自転車の点検整備に現在取り組めてない、あるいは、取り組んでいない理由として、該当する内容をすべて選んで下さい。

業務用自転車の事故に備えるための民間の任意保険等（賠償責任保険）への加入状況について、該当する内容をひとつ選んで下さい。

業務に自転車を使用していますか。使用している場合には、該当する内容をひとつ選んで下さい。

（以下は、業務に自転車を使用している場合に、お答え下さい。）

現在、業務用に使用していない場合、その理由として、該当する理由をすべて選んで下さい。

（通勤または業務に自転車を使っている場合のみ）

業務で自転車を使用する方に対する交通安全教育の実施について、該当する内容をすべて選んで下さい。

昨年度の業務および通勤に関連する自転車の交通事故（物損事故＋人身事故）はありましたか。あった場合、その原因について、回答可能な範囲で該当するものをすべて選んで下さい。
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6

番号 質問文 選択数 番号 選択肢

33 184
単数 1 自動車通勤者の割合　約＿＿＿＿＿％ 130

2 不明 38
3 自動車通勤は認めていない 16
4 その他（自由記述） 0

34 186
複数 1 距離応じた制度 154

2 距離に関係なく一律の制度 6
3 自動車の貸与 13
4 ガソリン等の現物支給 11
5 手当なし 17
6 その他 4

35 184
複数 1 計画的に集合教育を実施 39

2 不定期で集合教育を実施 33
3 交通安全パンフレット等の配布による交通安全の徹底 75
4 本人任せ 52
5 未実施 27
6 その他 10

36 185
複数 1 計画的に集合教育を実施 55

2 不定期で集合教育を実施 29
3 交通安全パンフレット等の配布による交通安全の徹底 80
4 本人任せ 40
5 未実施 23
6 その他 12

自動車通勤を認めている場合、自動車通勤者の概ねの割合を記入して下さい。

自動車通勤に対する手当の制度について、該当する内容をすべて選んで下さい。

自動車通勤者に対する交通安全教育の実施について、該当する内容をすべて選んで下さい。

業務で自動車を運転する方への交通安全教育の実施について、該当する内容をすべて選んで下さい。

自動車での通勤および業務での自動車利用に関して（参考）
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番号 質問文 選択数 番号 選択肢

37 187
複数 1 自転車通勤の推奨 29

2 自転車通勤の許可制導入 24
3 自転車通勤の手当の整備 16
4 自転車通勤者への自転車の点検整備の励行 58
5 自転車通勤者への賠償責任保険加入の推奨 96
6 職場への業務利用自転車の配分 4
7 自転車の業務利用の拡大 7
8 交通安全意識の高揚 87
9 交通安全社内教育の充実 53
10 健康増進のための自転車利用の拡大 25
11 自転車利用（通勤、業務）の制度の充実 7
12 自転車利用時のリスクの一部補償 7
13 推進すべき事項なし 38
14 その他 2

38 186
複数 1 社会の流れとして拡大 32

2 エコ通勤目的で拡大 50
3 健康増進目的で拡大 55
4 個人の指向により拡大 34
5 電動アシスト自転車の普及で拡大 7
6 災害対応目的で拡大 9
7 経費節減目的で拡大 16
8 公共交通機関の廃止により拡大 3
9 拡大しない（理由　　　　　　　　　） 11
10 拡大すべきではない（理由　　　　　　　　　） 8
11 特に考えは無い 80
12 その他 3

39 188
1 信号無視 95
2 通行禁止区間での運転 34
3 歩行者専用道路における運転 59
4 交差点右折時の優先通行車の進路妨害 20
5 環状交差点の進路妨害など 6
6 一時停止無視 65
7 反対車線の運転 33
8 歩行者を妨害する運転 42
9 歩行者用道路における歩行者妨害 22
10 ブレーキ不良・無しでの運転 29
11 踏切遮断時の進入 0
12 飲酒運転 55
13 優先道路通行者の妨害 0
14 傘さし運転 64
15 スマホ・携帯電話のながら運転 111
16 走行中のイヤホン使用 45
17 無灯火運転 54
18 二人（三人）乗り運転 7
19 高速走行 19
20 自転車の歩道走行 16
21 自転車の車道走行 15
22 ヘルメット無し運転 6
23 自転車道路の未整備 17
24 駐輪スペース不足 18
25 賠償責任保険の未加入 30
26 その他 4

40
171

単数 1 増える 24
2 どちらかといえば増える 61
3 どちらかといえば減る 6
4 減る 1
5 現状と変わらない 25
6 わからない 53
7 その他 1

企業における自転車利用についてどのようにお考えでしょうか。企業として推進することが望ましいと考える事項があれば、該当する内容をすべて選んで下さい。

企業における今後の自転車通勤の拡大についてどのようにお考えでしょうか。該当する内容をすべて選んで下さい。

自転車運転で問題と考えられる行為または事項がありますでしょうか。重大性が高いと考えられる内容を５つまで選んで下さい。

また、可能であれば、そのように考える理由を記入して下さい。

企業（または、担当者）の自転車利用に対する考え方について

都市内交通における自転車利用の増減についてどのようにお考えでしょうか。該当する内容をひとつ選んで下さい。
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41 185
複数 1 小学校での交通安全教育の強化 99

2 中学校での交通安全教育の強化 93
3 高等学校での交通安全教育の強化 81
4 大学での交通安全教育の強化 19
5 企業内交通安全教育担当者の養成 12
6 企業への交通安全教育者の派遣 17
7 交通事故の恐怖を体験できる施設の整備 14
8 自転車運転シミュレータの整備 8
9 駐輪場の整備 96
10 自転車専用道路等の整備 96
11 自転車用路面標示の工夫・新設 32
12 自転車走行に対する速度規制の実施 11
13 自転車の歩道走行の一方通行化 12
14 自転車のバス専用レーン利用の拡大 9
15 自転車シェア制度（共同利用）の創設 9
16 歩道の自転車走行禁止規制の実施 18
17 スポーツ自転車の明確化と走行場所の区別 19
18 走行推奨ルートの設定 14
19 点検整備の推進 28
20 不要 2
21 その他 6

42 184

複数 1 電気自動車の普及 123

2 水素自動車の普及 56

3 電動バイクの普及 17

4 カーシェアリングの拡大 45

5 自動ブレーキの普及 99

6 自動運転の実用化 55

7 超小型モビリティの普及 15

8 ISAシステムの普及 17

9 高齢者ドライバーの検査強化 85

10 生活ゾーン規制の拡大 18

11 通勤の自動車利用の削減 13

12 通勤の自動車利用の増大 5

13 バスやＬＲＴ等の公共交通の利用の拡大 24

14 信号調整による交通の円滑化 37

15 都心の環状道路の整備の加速 19

16 都市内の時間制駐車場の増加 8

17 その他 1

8

番号 質問文 選択数 番号 選択肢

43 194
複数 1 企業として、利用している 4

2 個人的に、利用している 20
3 知っているが、個人的には利用していない 57
4 聞いたことはあるが、内容は判らない 53
5 知らない 60
6 その他（　　　　　） 3

今後、社会において自動車交通はどのようになるでしょうか。自動車交通に求める事項について、該当する内容をすべて選んで下さい。

TSマークについて、該当する内容をすべて選んで下さい。

自転車利用環境において、公的な対策として望む事項はありますでしょうか。該当する内容をすべて選んで下さい。

ＴＳマークについて
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